
研
究
論
文四
天
王
寺
の
慶
長
再
建
に
つ
い
て

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
荒
陵
山
、
豊
臣
秀
吉
、
豊
臣
秀
頼
、
寺
社
再
興

は
じ
め
に

「
　
四
天
王
寺
造
営
の
歴
史

展
　
子

荒
陵
山
四
天
王
寺
は
聖
徳
太
子
の
創
建
に
な
る
、
日
本
有
数
の
歴
史
を
誇
る

寺
院
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
　
に
は
推
古
天
皇
元
年
　
（
五
九
三
）
　
に
創
建
さ
れ

た
と
記
さ
れ
、
伽
藍
の
発
掘
調
査
で
も
飛
鳥
時
代
の
瓦
が
寺
域
全
体
か
ら
多
数

出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
飛
鳥
時
代
の
早
い
時
期
に
創
建
さ
れ
て
い
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
度
重
な
る
災
害
や
戦
乱
に
よ
り
幾
度
も
堂
塔
伽
藍

は
灰
蛙
に
帰
し
た
。
そ
の
都
度
復
興
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
造
営
の
内
容
や
経

緯
に
関
し
て
は
末
だ
不
明
な
こ
と
も
多
い
。
本
稿
で
は
特
に
近
世
初
期
、
豊
臣

秀
吉
・
秀
頼
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
、
慶
長
五
年
　
（
一
六
〇
〇
）
　
に
落
慶
供
養
が

行
わ
れ
た
伽
藍
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
残
念
な
が
ら
慶
長
再
建
時
の
遺
構
は

現
存
し
て
お
ら
ず
、
造
営
文
書
の
類
も
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
が
、
わ
ず
か

で
は
あ
る
が
遺
品
や
古
文
書
類
、
さ
ら
に
は
境
内
の
発
掘
調
査
結
果
を
手
掛
か

り
に
少
し
で
も
そ
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

四
天
王
寺
の
歴
史
は
罷
災
の
歴
史
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
ほ
ど

幾
度
も
焼
亡
・
倒
壊
と
再
建
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
特
筆
す
べ
き

は
寺
域
が
ほ
と
ん
ど
変
動
せ
ず
、
な
お
か
つ
建
築
の
ほ
と
ん
ど
が
同
一
の
場
所

に
再
建
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
造
営
の
歴
史
を
た
ど
る
こ
と

は
慶
長
期
の
伽
藍
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

創
建
が
飛
鳥
時
代
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
寺
観
が
整
う
の
は
奈
良
時

代
前
期
ま
で
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
重
塔
・
金
堂
・
中
門
は
創
建
時
に

完
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
講
堂
と
回
廊
の
建
立
は
奈
良
時
代
ま
で
下

る
こ
と
が
発
掘
さ
れ
た
瓦
よ
り
判
明
し
て
い
る
。

そ
の
創
建
伽
藍
は
、
平
安
時
代
の
承
和
三
年
（
八
三
六
）
　
に
雷
の
た
め
に
塔

が
破
損
し
、
天
徳
四
年
　
（
九
八
〇
）
　
に
は
火
災
に
よ
っ
て
全
焼
し
て
い
る
。
こ

れ
が
文
献
上
で
判
明
し
て
い
る
最
初
の
大
規
模
な
雁
災
で
あ
る
。
し
か
し
間
も

な
く
摂
関
家
な
ど
の
援
助
の
も
と
復
興
さ
れ
、
そ
の
後
も
、
四
天
王
寺
別
当
に
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な
っ
た
覚
猷
や
鳥
羽
上
皇
、
後
白
河
法
皇
な
ど
に
よ
っ
て
伽
藍
は
さ
ら
に
整
備

さ
れ
て
い
く
。
こ
の
時
期
に
創
建
さ
れ
た
堂
字
も
多
く
、
念
仏
堂
、
五
智
光
院

な
ど
が
造
営
さ
れ
る
。
十
二
世
紀
後
期
に
お
け
る
四
天
王
寺
の
伽
藍
の
様
子
は
、

九
条
兼
実
の
　
『
玉
葉
』
文
治
三
年
　
（
一
一
八
七
）
　
八
月
二
三
日
の
条
に
載
る
四

天
王
寺
指
図
と
当
日
の
記
述
に
よ
り
あ
る
程
度
判
明
す
る
。

中
世
に
入
る
と
、
ま
ず
十
二
世
紀
中
ご
ろ
に
倒
壊
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
絵
堂

が
、
貞
応
三
年
　
（
二
一
二
四
）
　
別
当
で
あ
る
慈
円
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
る
。
十

三
世
紀
末
に
は
忍
性
に
よ
っ
て
真
言
院
　
（
現
在
の
勝
聾
院
）
　
が
創
建
さ
れ
、
西

門
の
鳥
居
が
木
造
か
ら
石
造
に
改
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
康
安
元
年
　
（
一
三
六

一
）
　
に
は
地
震
の
た
め
金
堂
が
倒
壊
、
嘉
吉
三
年
　
（
一
四
四
三
）
　
に
は
太
子

殿
・
御
影
堂
・
回
廊
・
三
昧
堂
・
鎮
守
社
な
ど
が
焼
失
、
さ
ら
に
応
仁
・
文
明

の
乱
で
は
大
内
氏
の
軍
勢
に
よ
っ
て
放
火
さ
れ
て
い
る
。

近
世
に
入
り
、
天
正
四
年
　
（
一
五
七
六
）
　
に
石
山
本
願
寺
と
織
田
信
長
が
戦

っ
た
石
山
合
戦
の
際
に
伽
藍
が
焼
亡
す
る
。
そ
の
後
、
豊
臣
秀
吉
・
秀
頼
の
二

代
に
わ
た
っ
て
再
建
さ
れ
る
が
、
そ
れ
も
再
び
慶
長
十
九
年
　
（
一
六
一
四
）
　
の

大
坂
冬
の
陣
で
灰
感
に
帰
す
。
や
が
て
徳
川
秀
忠
に
よ
っ
て
元
和
九
年
　
（
一
六

二
三
）
　
に
伽
藍
全
体
が
再
建
さ
れ
る
が
、
享
和
元
年
　
（
一
八
〇
一
）
　
に
落
雷
の

た
め
五
重
塔
、
金
堂
を
は
じ
め
主
要
な
堂
字
を
失
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
時
は
大

坂
白
銀
町
の
町
人
淡
路
屋
太
郎
兵
衛
が
中
心
と
な
っ
て
広
く
勧
進
し
、
文
化
十

年
　
（
一
八
一
三
）
　
に
竣
工
し
た
。

近
代
に
な
り
、
明
治
政
府
の
推
し
進
め
た
廃
仏
毀
釈
の
た
め
寺
勢
は
衰
退
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
も
の
の
、
文
化
再
建
の
諸
建
築
は
命
脈
を
保
ち
、
そ
の
姿
は

わ
ず
か
に
残
る
当
時
の
写
真
に
よ
り
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
昭

和
九
年
　
（
一
九
三
四
）
、
近
畿
を
襲
っ
た
室
戸
台
風
に
よ
っ
て
五
重
塔
と
中
門

が
倒
壊
し
、
金
堂
は
大
破
す
る
。
た
だ
ち
に
再
建
に
取
り
掛
か
り
、
昭
和
十
五

年
　
（
一
九
四
〇
）
　
ま
で
に
五
重
塔
・
中
門
・
東
西
回
廊
の
落
慶
供
養
が
行
わ
れ

た
が
、
そ
れ
も
す
べ
て
昭
和
二
十
年
　
（
一
九
四
五
）
　
の
大
阪
大
空
襲
に
よ
っ
て

金
堂
・
講
堂
・
太
子
堂
な
ど
と
共
に
焼
失
し
て
し
ま
う
。

戦
後
、
大
が
か
り
な
復
興
事
業
が
始
ま
る
。
昭
和
二
十
五
年
　
（
一
九
五
〇
）

よ
り
始
ま
っ
た
第
一
期
事
業
で
は
太
子
殿
・
英
霊
堂
・
北
鐘
堂
・
南
鐘
堂
・
東

西
楽
舎
な
ど
、
続
く
昭
和
三
十
一
年
　
（
一
九
五
六
）
　
よ
り
は
じ
ま
っ
た
第
二
期

事
業
で
は
中
心
伽
藍
、
す
な
わ
ち
五
重
塔
・
金
堂
・
講
堂
・
中
門
・
東
西
回
廊

な
ど
が
再
建
さ
れ
、
第
三
期
事
業
で
は
す
で
に
再
建
さ
れ
て
い
た
太
子
殿
を
除

く
聖
霊
院
全
体
の
復
興
が
行
わ
れ
た
。
い
ず
れ
の
復
興
事
業
の
際
に
も
前
段
階

に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
い
る
。

二
．
天
正
の
焼
亡
と
豊
臣
秀
吉
の
再
建
着
手
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天
正
四
年
　
（
一
五
七
六
）
　
五
月
、
織
田
信
長
は
石
山
本
願
寺
と
戦
っ
た
際
、

四
天
王
寺
の
伽
藍
に
放
火
し
、
そ
の
上
寺
領
を
没
収
し
た
。
吉
田
神
社
の
神
主
、

吉
田
兼
兄
の
日
記
で
あ
る
　
『
兼
見
卿
記
』
　
に
よ
る
と
、
五
月
四
日
に
信
長
勢
は

天
王
寺
に
て
顕
如
ら
本
願
寺
勢
と
戦
い
敗
れ
る
が
、
翌
五
日
に
信
長
が
出
陣
し
、

七
日
に
は
本
願
寺
勢
を
撃
破
す
る
。
こ
の
と
き
二
千
余
り
の
兵
が
捕
縛
さ
れ
た

と
い
う
。
四
天
王
寺
側
の
史
料
で
あ
る
　
『
天
王
寺
誌
』
に
は
　
「
織
田
信
長
放
火

伽
藍
、
開
所
寺
領
」
、
『
秋
野
家
譜
』
　
に
は
　
「
織
田
信
長
公
放
火
子
伽
藍
、
没
収

寺
領
」
と
信
長
方
の
放
火
で
あ
る
と
記
す
が
、
醍
醐
寺
三
宝
院
の
義
演
の
日
記

で
あ
る
　
『
義
演
准
后
日
記
』
　
慶
長
四
年
十
一
月
十
五
日
の
条
に
は
　
「
前
年
一
向

衆
信
長
卿
度
々
及
合
戦
、
千
時
為
J
向
衆
不
残
一
宇
焼
払
了
」
と
記
さ
れ
、
本



願
寺
側
の
放
火
で
あ
る
と
伝
え
る
。
ど
ち
ら
側
が
放
火
し
た
か
は
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
石
山
合
戦
の
際
に
四
天
王
寺
が
焼
失
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
天

正
四
年
五
月
十
日
に
正
親
町
天
皇
が
再
興
に
尽
力
を
図
る
よ
う
に
四
天
王
寺
の

執
行
に
命
じ
た
輪
旨
が
残
る
。
こ
の
時
の
被
害
の
状
況
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

豊
臣
秀
吉
が
四
天
王
寺
再
建
を
計
画
し
て
記
し
た
「
四
天
王
寺
造
営
目
録
」
に

は
、
中
心
伽
藍
を
は
じ
め
主
要
な
堂
字
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
相
当

な
被
害
を
受
け
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

天
正
四
年
に
焼
亡
後
の
再
興
の
経
過
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
の

秀
吉
の
朱
印
状
や
そ
の
他
の
文
書
が
四
天
王
寺
に
残
る
。
（
便
宜
上
番
号
を
付

け
た
）

②
「
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
」
　
（
一
巻
　
大
阪
市
指
定
文
化
財
）

当
寺
被
遣
之

米
五
千
石
之
事

其
方
請
取
造
営

可
精
人
事

肝
要
候
也

六
月
廿
二
日
　
（
朱
印
）

天
王
寺秋
野

①
「
豊
臣
秀
吉
書
状
」
　
（
一
巻
　
大
阪
市
指
定
文
化
財
）

当
寺
観
音
堂
江

大
政
所
為
寄
進
寺

領
百
石
遣
之
候
目
録

別
紙
在
之
全
可
被

寺
納
候
也

天
正
十
六

三
月
廿
日
　
秀
吉
　
（
花
押
）

③
「
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
」
　
（
一
巻
　
大
阪
市
指
定
文
化
財
）

平
群
郡
ぬ
か
た
へ
の

塔
被
為
取
候
然
者

当
国
之
人
足
家
並

申
付
石
田
木
工
申
次
第

罷
出
ぬ
か
た
へ
よ
り

天
王
寺
迄
一
帰
持
届

即
石
田
木
工
頭
二
可
相

渡
候
也

23

天
王
寺
教
伝
院

七
月
十
日
　
（
朱
印
）



和
州
代
官
給
人
中

千一
、
ま
ん
た
う
い
ん
　
五
け
ん
　
ノ
ー
ー
き
の
か
み

五
百

④
「
四
天
王
寺
造
営
目
録
」
　
（
一
巻
　
大
阪
市
指
定
文
化
財
）

天
王
寺
惣
寺
中

千
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
の
か
み

一
、
金
た
う
　
い
ま
一
ち
う
あ
け
申
度
候

二
五
百
　
　
　
但
二
け
ん
ま

二
　
か
う
た
う
　
五
け
ん
七
け
ん
　
き
の
か
み

二
五
百

一
、
御
太
子
た
う
一
の
か
み

二
五
百
　
　
　
　
二
け
ん
ま
　
は
り
ま

一
、
六
し
た
う
　
六
け
ん
七
け
ん

千
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

一
、
志
き
た
う
　
三
け
ん
七
け
ん

三
千
　
五
千
石

一
、
た
う
　
三
け
ん
四
は
う
　
も
く

千
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
の
か
み

一
、
二
わ
う
も
ん
　
五
け
ん
二
け
ん

千一
、
南
大
も
ん
　
五
け
ん
　
は
り
ま

一
、
し
ゆ
ろ

千一
、
く
も
ん
し
た
う

も
く

一
の
か
み

「
文
禄
三
年
甲
午
某
月

豊
臣
秀
吉
公
欲
再
興
荒
凌
山
天
王
寺
而
召
亨
順

法
印
号
秋
野
来
迎
院
先
記
諸
堂
広
狭
高
下
間
数
親
日

染
筆
候
下
書
修
造
奉
行
之
姓
名
以
賜
亨
順
是

乃
共
催
書
也
書
中
所
謂
紀
伊
守
者
浅
野
弾
正

小
弼
長
政
市
正
者
片
桐
且
元
播
摩
守
者
小
出
秀

政
木
工
頭
者
石
田
正
澄
也
石
田
治
郎
少
輔
二
成
兄
鳴
呼
時
移
事

変
今
存
此
両
筆
観
物
思
人
恐
有
紛
失
是
政
修

補
以
為
之
践
云
爾

－24－

延
宝
二
年
龍
華
甲
寅

冬
十
一
月
滑
吉
　
　
秋
野
本
順
書
」

（
「
　
」
　
は
異
筆
）

二
　
西
も
ん

こ
の
他
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
　
「
秋
野
家
伝
証
文
留
」
　
に
以
下
の

よ
う
な
文
書
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。



⑤
「
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
写
」

天
王
寺
太
子
堂
為
奉
加
、
一
並
銭

五
百
貫
文
通
侯
間
、
其
津
地
子
銭

被
納
侯
を
彼
寺
へ
可
被
相
渡

者
也
、
偽
如
件

天
正
十
一

七
月
十
一
日
　
秀
吉
判

官
内
郷
法
印

天
正
十
一
年
十
一
月
日

亨
順
　
朱
印

⑥
「
勧
進
文
写
」

勧
進
沙
門
　
敬
白

特
請
蒙
貴
賎
道
俗
助
成
、
営
造
摂
津
国
四
天
王
寺
仏
閣
、
祈
国
家
安
全

状
夫
惟
、
伝
仏
法
於
日
域
、
施
利
益
於
吾
朝
、
大
悲
利
物
之
善
功
、
聖
徳
太

子
方
便
也
、
（
中
略
）
　
天
正
四
年
五
月
三
日
、
不
図
為
兵
火
災
、
宝
塔
露

盤
雑
塵
芥
、
金
銅
救
世
観
音
登
銅
煙
、
三
面
僧
坊
一
時
頓
滅
、
見
之
者
湿

袖
、
聞
之
者
断
腸
、
麦
羽
柴
筑
前
守
秀
吉
朝
臣
、
達
武
将
深
智
略
、
而
暴

逆
之
輩
速
疾
諌
罰
、
御
国
家
以
仁
寿
之
化
、
撫
民
屋
以
憲
章
献
、
択
賢

良
輔
治
、
用
善
暫
摂
政
、
加
之
欲
興
隆
仏
教
、
紹
耀
玄
風
、
頻
驚
当
伽
藍

再
興
之
計
策
、
遮
而
為
大
壇
主
可
加
下
知
諸
国
云
云
、
（
中
略
）
　
若
以
一

塊
一
塵
地
入
此
場
、
如
此
等
者
、
結
縁
一
浄
土
云
云
、
御
願
深
重
也
、

寧
虚
妄
乎
、
然
別
信
心
施
主
、
現
世
安
穏
、
後
生
善
処
、
得
益
無
疑
、
偽

勧
進
状
、
如
斯

秋
野
来
迎
院
法
印

以
上
　
六
通
が
秀
吉
の
四
天
王
寺
造
営
に
関
連
す
る
文
書
で
あ
る
。

①
は
天
正
十
六
年
三
月
二
十
日
付
で
、
秀
吉
の
母
で
あ
る
大
政
所
が
教
伝
院

に
対
し
て
観
音
堂
に
百
石
の
所
領
を
寄
進
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
教
伝
院

と
い
う
子
院
は
他
の
記
録
に
は
見
え
ず
不
明
で
あ
る
。
川
岸
弘
教
氏
は
こ
れ
を

（
1
7
）

敬
田
院
と
す
る
。

②
は
年
紀
不
明
の
六
月
二
十
三
日
付
の
朱
印
状
で
あ
る
。
秀
吉
が
四
天
王
寺

へ
米
五
千
石
を
遣
わ
し
秋
野
坊
へ
造
営
に
精
を
入
れ
る
よ
う
に
命
じ
た
も
の
。

『
大
阪
市
所
在
の
古
文
書
・
典
籍
　
四
天
王
寺
秋
野
坊
文
書
に
つ
い
て
』
　
で
は

文
禄
三
年
以
降
、
『
天
王
寺
誌
』
　
で
は
天
正
十
一
年
、
『
四
天
王
寺
年
表
』
　
で
は

天
正
十
七
年
と
す
る
。

③
は
年
紀
不
明
の
七
月
十
日
付
の
朱
印
状
で
あ
る
。
大
和
の
代
官
給
人
に
対

し
て
あ
て
た
書
状
で
、
石
田
正
澄
の
指
示
に
従
っ
て
平
群
郡
額
田
部
に
あ
る
塔

を
四
天
王
寺
に
移
建
す
る
よ
う
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
赤
松
俊
英
氏
や
川
岸

宏
教
氏
は
こ
れ
を
文
禄
三
年
の
も
の
と
す
る
。

④
は
年
紀
不
明
の
　
「
四
天
王
寺
造
営
目
録
」
　
で
あ
る
。
豊
臣
秀
吉
が
堂
塔
ご

と
に
担
当
奉
行
と
建
物
の
規
模
を
記
し
た
も
の
で
、
別
紙
に
書
か
れ
た
蚊
に
は
、

文
禄
三
年
　
（
一
五
九
四
）
　
秀
吉
が
諸
国
勧
進
を
終
え
た
秋
野
坊
亨
順
を
召
し
て

諸
堂
の
間
数
書
を
提
出
さ
せ
、
自
ら
筆
を
と
っ
て
各
堂
字
の
再
建
用
の
石
数
と

作
事
奉
行
を
書
き
加
え
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
但
し
こ
の
蚊
は
秋
野
坊
本
順
が

延
宝
二
年
　
（
一
六
七
四
）
　
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
紙
に
は
金
堂
・
講
堂
・
太
子
堂
・
六
時
堂
・
食
堂
・
五
重
塔
・
仁
王
門
・
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南
大
門
・
西
門
・
万
塔
院
・
鐘
楼
・
求
聞
持
堂
の
十
二
棟
に
つ
い
て
、
再
建
に

必
要
な
費
用
と
担
当
奉
行
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
各
建
物

で
担
当
の
奉
行
を
決
め
、
持
ち
場
に
専
念
さ
せ
て
競
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
工

事
の
組
織
化
と
迅
速
化
を
図
る
の
は
、
秀
吉
が
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
十
月

に
田
中
八
右
衛
門
に
出
し
た
衆
楽
第
作
事
に
関
す
る
朱
印
状
に
も
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
文
禄
元
年
　
（
一
五
九
二
）
　
の
肥
前
名
護
屋
城
作
事
で
も
殿
舎
ご
と
に
担

当
奉
行
を
決
め
て
割
普
請
を
行
っ
て
お
り
、
秀
吉
特
有
の
作
事
形
式
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
書
き
込
ま
れ
た
奉
行
名
の
う
ち
、
金
堂
・
講
堂
・
万
塔
院
を
担
当
す

る
　
「
き
の
か
み
」
　
は
、
『
大
阪
市
史
』
　
で
は
青
木
近
重
、
版
で
は
浅
野
長
政
と

す
る
が
、
秀
吉
の
従
兄
弟
に
当
た
る
青
木
一
矩
の
可
能
性
が
あ
る
。
他
は
践
通

り
、
「
も
く
」
は
石
田
正
澄
、
「
は
り
ま
」
は
小
出
秀
政
、
「
一
の
か
み
」
　
は
片

桐
且
元
で
あ
る
。
五
重
塔
と
鐘
楼
を
担
当
す
る
石
田
正
涯
は
石
田
三
成
の
兄
で
、

③
の
朱
印
状
に
そ
の
名
が
見
え
、
額
田
部
の
塔
の
移
建
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。

六
時
堂
・
食
堂
・
南
大
門
担
当
の
小
出
秀
政
は
、
天
正
二
十
年
　
（
一
五
九
二
）

に
堂
塔
再
建
の
資
金
を
集
め
る
た
め
の
勧
進
能
興
行
に
際
し
て
四
天
王
寺
へ
禁

制
を
与
え
て
い
る
。
太
子
堂
・
仁
王
門
・
求
聞
持
堂
担
当
の
片
桐
且
元
は
秀
吉

没
後
、
秀
頼
が
行
っ
た
一
〇
〇
件
近
く
の
寺
社
再
興
の
多
く
に
作
事
奉
行
と
し

て
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
後
豊
臣
家
の
寺
社
造
営
の
中
心
人
物
と
な
る
。
な
お
、

石
田
正
澄
が
木
工
頭
に
叙
任
さ
れ
る
の
が
文
禄
二
年
　
（
一
五
九
三
）
　
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
文
書
は
そ
れ
以
降
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑤
は
天
正
十
一
年
七
月
十
一
日
付
で
、
宮
内
卿
法
印
　
（
松
井
友
閑
）
　
に
摂
津

の
地
子
銭
よ
り
四
天
王
寺
の
太
子
堂
に
寄
付
を
せ
よ
と
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

⑥
は
天
正
十
一
年
十
一
月
付
の
　
「
勧
進
文
」
　
で
、
秋
野
坊
亨
順
が
秀
吉
を
檀

越
と
し
て
再
興
を
は
か
る
旨
の
勧
進
文
で
あ
る
。

一
方
、
奈
良
興
福
寺
の
塔
頭
、
多
聞
院
で
書
か
れ
た
日
記
で
あ
る
　
『
多
聞
院

日
記
』
　
に
は
、
四
天
王
寺
再
建
の
記
事
が
散
見
す
る
。
天
正
十
七
年
　
（
一
五
八

九
）
　
四
月
四
日
の
条
に
は
　
「
天
王
寺
五
重
塔
関
白
殿
ノ
北
政
所
ヨ
リ
可
有
建
立

ト
テ
、
法
隆
寺
ノ
塔
ノ
指
図
写
二
天
王
寺
ヨ
リ
番
匠
来
云
々
」
と
あ
り
、
こ
の

時
点
で
は
法
隆
寺
の
塔
を
参
考
に
し
て
新
造
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。
ま
た
、
天
正
十
二
年
　
（
一
五
八
四
）
　
に
は
金
堂
が
す
で
に
建
立
さ
れ
、

本
尊
の
救
世
観
音
を
道
立
す
る
た
め
に
絵
を
描
か
せ
、
天
正
十
三
年
　
（
一
五
八

五
）
　
に
は
四
天
王
寺
講
堂
の
建
立
に
あ
た
っ
て
、
本
尊
阿
弥
陀
を
紙
に
描
か
せ

た
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
本
尊
の
造
立
事
業
も
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が

わ
せ
る
。

こ
れ
ら
文
書
史
料
と
　
『
多
聞
院
日
記
』
　
を
合
わ
せ
て
考
察
す
る
と
、
④
の

「
四
天
王
寺
造
営
目
録
」
　
の
五
重
塔
の
費
用
が
、
他
の
堂
字
と
比
べ
五
千
石
と

突
出
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
れ
を
額
田
部
か
ら
移
建
す
る
た
め

の
費
用
と
考
え
る
に
は
高
額
す
ぎ
、
新
築
費
用
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
額
田
部

の
額
安
寺
か
ら
の
塔
の
移
建
は
、
そ
の
後
秀
頼
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
実
現
し

て
お
り
、
③
の
書
状
は
造
営
目
録
よ
り
後
に
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥

当
で
あ
ろ
う
。
『
多
聞
院
日
記
』
　
に
も
あ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
天
正
十
七

年
か
ら
文
禄
二
年
ま
で
は
、
塔
は
移
建
で
は
な
く
新
築
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
金
堂
の
条
に
　
「
い
ま
一
ち
う
あ
け
申
度
候
」
と
い
う
の
は
、

そ
の
当
時
す
で
に
単
層
で
建
立
さ
れ
て
い
た
金
堂
を
重
層
に
変
更
す
る
と
い
う

こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
重
層
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
造

営
費
用
が
千
石
で
ま
か
な
え
た
の
だ
ろ
う
。
講
堂
・
六
時
堂
・
太
子
殿
の
再
建

費
用
が
二
百
五
十
石
と
建
物
の
規
模
が
大
き
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
少
額
で
あ
る

の
も
、
こ
れ
ら
の
堂
字
は
ほ
と
ん
ど
完
成
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
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か
。天
正
十
一
年
以
降
、
秀
吉
に
よ
る
大
坂
城
下
町
建
設
が
す
す
め
ら
れ
る
な
か

で
、
⑥
の
秋
野
坊
亨
順
の
　
「
勧
進
文
写
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
寺
家
を
中
心

に
自
力
復
興
の
た
め
の
資
金
集
め
と
再
興
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
秀
吉
は

天
正
十
四
年
に
方
広
寺
大
仏
殿
作
事
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
他
の
寺
社
の
造
営
を

禁
止
し
、
四
天
王
寺
に
も
①
や
⑤
の
朱
印
状
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
少
額
の
寄
付

し
か
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
深
く
は
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
自
力
復
興
の
進
展
は
末
だ
塔
が
再
建
で
き
な
い
な
ど
、
そ
れ
ほ
ど
芳
し

く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
文
禄
二
年
に
方
広
寺
大
仏
殿
が
上
棟
し
て
一
段
落
し
た

秀
吉
が
再
興
に
本
格
的
に
参
画
し
て
記
し
た
の
が
「
四
天
王
寺
造
営
目
録
」
　
で

あ
る
。
②
の
朱
印
状
も
五
千
石
と
い
う
金
額
か
ら
、
「
造
営
目
録
」
が
書
か
れ

た
前
後
に
出
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
四
天
王
寺
の
再
興
は
本
格
化
す
る

の
で
あ
る
。

三
．
豊
臣
秀
頼
の
四
天
王
寺
再
興

慶
長
三
年
　
（
一
五
九
八
）
　
八
月
十
八
日
、
秀
吉
は
そ
の
生
涯
を
終
え
る
。
秀

吉
は
大
坂
城
、
伏
見
城
、
衆
楽
第
な
ど
の
城
郭
、
方
広
寺
や
天
瑞
寺
な
ど
の
寺

院
な
ど
を
創
建
し
、
東
福
寺
や
醍
醐
寺
な
ど
数
多
く
の
寺
社
の
修
造
を
行
っ
た
。

嫡
子
の
正
二
位
権
中
納
言
で
あ
る
豊
臣
秀
頼
は
ま
だ
五
歳
で
あ
っ
た
が
、
秀
吉

の
遺
業
の
継
承
と
し
て
秀
吉
が
着
手
し
て
い
た
寺
社
の
再
興
を
引
き
続
い
て
行

う
。
四
天
王
寺
も
例
外
で
は
な
く
再
興
事
業
は
秀
頼
に
受
け
継
が
れ
、
慶
長
五

年
　
二
六
〇
〇
）
　
三
月
二
十
七
日
に
落
慶
供
養
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
様
子
に
つ

い
て
醍
醐
寺
の
義
演
は
　
「
従
秀
頼
卿
悉
御
再
興
、
驚
目
了
。
仏
法
最
初
霊
寺
、

復
旧
儀
珍
重
」
と
記
し
、
や
や
後
の
慶
長
十
年
　
（
一
六
〇
五
）
　
の
記
録
に
な
る

が
、
相
国
寺
の
僧
で
あ
る
鶴
峯
宗
松
は
伽
藍
の
様
子
を
「
此
次
天
皇
寺
金
堂
、

奇
麗
輝
朱
豊
、
照
績
瓦
、
驚
凡
眼
而
巳
、
片
主
奉
行
卜
云
々
」
と
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
秀
吉
の
作
事
に
か
か
わ
る
文
書
は
一
通
も
残
っ
て
お
ら

ず
、
ま
た
、
こ
の
時
に
落
慶
供
養
さ
れ
た
堂
字
も
、
大
坂
冬
の
陣
で
全
焼
し
た

と
み
ら
れ
一
棟
も
残
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
慶
長
以
前
の
建
造
物
は
石

鳥
居
を
除
い
て
一
棟
も
現
存
せ
ず
、
い
か
に
大
坂
冬
の
陣
で
の
火
災
が
壊
滅
的

な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
う
か
が
わ
せ
る
。

た
だ
四
天
王
寺
の
子
院
で
あ
る
勝
等
院
の
、
「
慶
長
二
丁
酉
歳
春
午
日
再

工
／
総
棟
梁
金
剛
匠
／
冶
工
大
谷
三
郎
正
次
以
下
／
二
十
一
人
相
輪
組
立
」
と

い
う
銅
板
銘
か
ら
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
　
建
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
多
宝
塔

一
基
が
残
る
。
し
か
し
、
秀
吉
・
秀
頼
に
よ
る
再
建
で
あ
る
と
い
う
一
次
資
料

は
な
く
、
心
柱
継
手
か
ら
は
　
「
元
和
四
年
庚
申
九
月
十
日
／
御
奉
行
片
桐
主
勝

正
」
と
い
う
墨
書
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。
そ
の
建
築
様
式
は
、
三
間
四
方
で
初

重
は
円
柱
、
組
物
は
出
組
、
中
備
は
暮
股
、
二
重
目
は
、
組
物
は
四
手
先
、
本

瓦
茸
、
内
部
は
四
天
柱
に
来
迎
壁
を
設
け
そ
の
前
に
仏
壇
を
置
く
。
天
井
に
は

折
上
小
組
格
天
井
を
張
り
、
内
部
全
面
に
十
二
天
像
や
装
飾
文
様
を
描
く
。
全

国
で
も
最
大
規
模
の
多
宝
塔
で
あ
り
、
暮
股
に
十
二
支
を
入
れ
る
の
が
特
徴
的

で
あ
る
。
ま
た
、
二
重
目
の
組
物
を
肘
木
・
尾
垂
木
な
ど
ほ
ぼ
す
べ
て
を
禅
宗

様
と
し
、
初
重
脇
間
の
柱
間
装
置
を
花
灯
窓
と
す
る
な
ど
禅
宗
様
色
が
強
い
。

と
こ
ろ
で
、
十
二
支
の
彫
刻
を
入
れ
た
暮
股
は
近
世
初
期
以
降
に
見
ら
れ
、
慶

長
二
年
の
建
立
で
あ
る
と
す
れ
ば
勝
蔓
院
多
宝
塔
は
そ
の
も
っ
と
も
早
い
例
で

あ
る
。
そ
の
後
の
十
二
支
の
彫
刻
を
入
れ
た
建
築
は
、
圧
倒
的
に
徳
川
氏
の
造

営
に
な
る
も
の
が
多
い
。
十
七
世
紀
の
建
築
に
限
っ
て
も
、
慶
長
九
年
　
（
一
六

－27一



〇
四
）
　
の
瑞
巌
寺
五
大
堂
こ
そ
伊
達
政
宗
の
建
立
で
あ
る
が
、
慶
長
十
三
年

（
一
六
〇
八
）
　
の
本
門
寺
五
重
塔
は
徳
川
秀
忠
、
元
和
五
年
　
（
一
六
一
九
）
　
の

二
荒
山
神
社
本
殿
も
徳
川
秀
忠
、
寛
永
十
三
年
　
（
一
六
三
六
）
　
の
英
勝
寺
仏
殿

は
家
康
の
側
室
英
勝
院
、
寛
永
十
六
年
　
（
一
六
三
九
）
　
の
寛
永
寺
五
重
塔
は
土

井
利
勝
が
建
立
し
た
が
、
寛
永
寺
は
い
う
ま
で
も
な
く
徳
川
家
の
菩
提
寺
で
あ

る
。
寛
永
十
九
年
　
二
六
四
二
）
　
の
南
宮
神
社
高
舞
殿
は
徳
川
家
光
、
元
禄
六

年
　
（
一
六
九
三
）
　
の
西
福
寺
三
重
塔
は
家
光
の
長
女
千
代
姫
の
建
立
と
な
っ
て

い
る
。
一
方
、
豊
臣
秀
頼
造
営
の
寺
社
の
中
に
は
十
二
支
の
彫
刻
を
も
つ
も
の

は
一
棟
も
な
い
。
こ
れ
ら
を
考
え
る
と
、
勝
輩
院
多
宝
塔
は
心
柱
墨
書
に
あ
る

元
和
四
年
　
（
一
六
一
八
）
　
に
徳
川
氏
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
の
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
四
天
王
寺
で
は
幾
度
か
伽
藍
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
ず
昭
和
九
年
　
（
一
九
三
五
）
　
に
室
戸
台
風
で
五
重
塔
と
中
門
が
倒
壊
し
、
金

堂
が
大
破
し
た
際
に
、
天
沼
俊
一
氏
が
五
重
塔
心
礎
・
中
門
跡
・
金
堂
周
辺
を

調
査
し
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
そ
の
後
、
昭
和
二
十
年
　
（
一
九
四
〇
）
　
の
大
阪

大
空
襲
で
中
心
伽
藍
を
含
む
寺
域
の
三
分
の
二
を
焼
失
す
る
が
、
中
心
伽
藍
の

再
建
に
伴
い
、
昭
和
二
十
五
年
に
講
堂
跡
、
昭
和
三
十
年
か
ら
三
十
二
年
に
か

け
て
大
規
模
な
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
も
聖
徳
太
子
奥
殿
建
設
　
（
昭

和
五
十
三
年
）
　
や
隣
接
す
る
四
天
王
寺
学
園
の
校
舎
建
設
な
ど
に
伴
っ
て
小
規

模
で
は
あ
る
が
何
回
か
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
堂
字
の
規
模

な
ど
に
関
す
る
文
献
や
絵
画
資
料
に
は
、
古
代
で
は
　
『
太
子
伝
古
今
目
録
抄
』

に
引
用
さ
れ
る
　
「
大
同
縁
起
」
　
（
八
〇
四
）
、
「
四
天
王
寺
縁
起
根
本
本
」
　
（
一
〇

〇
七
頃
一
巻
　
国
宝
　
四
天
王
寺
蔵
）
、
中
世
で
は
「
一
遍
聖
絵
」
　
（
一
二
九

九
　
十
二
巻
　
国
宝
　
清
浄
光
寺
・
歓
喜
光
寺
蔵
）
、
近
世
の
慶
長
再
建
時
の

資
料
と
し
て
は
前
述
の
　
「
四
天
王
寺
造
営
目
録
」
、
元
和
再
建
時
の
資
料
と
し

て
は
　
「
天
王
寺
御
建
立
堂
宮
詣
道
具
改
渡
帳
」
　
（
一
六
二
三
　
四
冊
　
四
天
王

寺
蔵
）
、
『
愚
子
見
記
』
　
（
寛
文
年
間
の
修
理
の
記
録
も
含
む
、
十
七
世
紀
後
期
）
、

『
摂
津
名
所
図
会
』
　
（
一
七
九
六
～
九
八
）
、
「
四
天
王
寺
元
和
再
興
絵
図
」
　
（
一

幅
　
四
天
王
寺
蔵
）
、
「
摂
津
国
四
天
王
寺
図
」
　
（
三
幅
　
四
天
王
寺
蔵
）
、
文
化

再
建
時
の
資
料
と
し
て
は
　
「
堂
社
井
寺
院
　
新
吉
建
物
間
数
書
」
　
（
一
冊
　
四

天
王
寺
蔵
）
、
「
四
天
王
寺
請
堂
間
数
書
」
　
（
一
冊
　
四
天
王
寺
蔵
）
、
近
代
以
降

に
撮
影
さ
れ
た
写
真
な
ど
が
あ
る
。
次
に
、
こ
れ
ら
発
掘
調
査
の
結
果
と
文

献
・
絵
画
資
料
を
あ
わ
せ
て
、
慶
長
再
建
時
の
建
築
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ま
ず
、
慶
長
再
建
の
範
囲
を
検
討
す
る
。
発
掘
調
査
で
は
、
飛
鳥
時
代
か
ら

江
戸
時
代
に
至
る
多
く
の
瓦
が
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
間
違
い

な
く
慶
長
再
建
時
の
瓦
で
あ
る
と
判
明
す
る
の
は
、
元
和
再
建
と
ほ
と
ん
ど
時

を
隔
て
て
い
な
い
こ
と
か
ら
様
式
的
な
差
が
な
く
、
あ
ま
り
多
く
な
い
。
そ
の

中
で
も
確
実
な
の
は
桐
文
の
瓦
で
あ
り
、
新
納
骨
堂
裏
、
講
堂
跡
、
旧
短
声
堂

付
近
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
秀
吉
・
秀
頼
の
四
天
王
寺
再
建
工
事
に
瓦

を
供
給
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
和
泉
町
瓦
窯
の
瓦
と
同
形
式
の
大
の

字
の
あ
る
軒
丸
瓦
が
、
現
在
の
太
子
奥
殿
の
位
置
に
あ
っ
た
用
明
殿
裏
か
ら
出

土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
瓦
の
発
掘
結
果
と
先
の
　
「
四
天
王
寺
造
営
目
録
」
　
に

記
載
さ
れ
る
堂
塔
を
合
わ
せ
る
と
、
文
禄
・
慶
長
の
再
建
は
中
心
伽
藍
を
含
め

た
寺
域
の
南
側
三
分
の
二
に
達
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
建
築
を
「
発
掘
調
査
報
告
書
」
な
ど
か
ら
個
別

に
検
討
す
る
。
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①
中
門
創
建
当
初
は
正
面
三
間
・
側
面
二
間
の
小
型
の
門
で
あ
っ
た
が
、
天
徳
四
年

の
火
災
で
失
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
い
つ
再
建
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
藤
原
道
長
が
参
詣
し
た
治
安
三
年
（
一
〇
二
四
）
　
ま
で
に
は
再
建
さ
れ

て
い
た
と
い
う
。
楼
門
形
式
で
天
正
四
年
に
焼
失
す
る
ま
で
存
続
し
て
い
た
。

し
か
し
、
慶
長
再
建
時
に
は
変
更
さ
れ
、
正
面
五
間
・
側
面
二
間
、
重
層
と
規

模
が
大
き
く
な
る
。
元
和
再
建
時
も
こ
れ
を
踏
襲
し
た
が
、
文
化
再
建
で
は
正

面
五
間
・
側
面
二
間
で
あ
る
が
楼
門
と
し
立
面
を
簡
略
化
し
て
い
る
。

②
金
堂
天
徳
火
災
以
前
の
金
堂
は
　
「
大
同
縁
起
」
　
に
「
二
重
金
堂
一
基
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
屋
根
が
二
重
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
徳
以
降
は
「
四
天
王
寺
縁

起
根
本
本
」
に
「
金
堂
壱
宇
　
二
重
　
瓦
茸
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
屋

根
は
二
重
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鎌
倉
時
代
、
「
一
遍
聖
絵
」
　
の
巻
八
に

は
西
か
ら
見
た
四
天
王
寺
が
、
巻
九
に
は
南
か
ら
見
た
四
天
王
寺
が
措
か
れ
る

が
、
金
堂
は
い
ず
れ
も
基
壇
の
上
に
建
ち
、
二
重
・
瓦
茸
で
上
層
は
入
母
屋
造

で
あ
る
。
巻
八
で
は
下
層
は
正
面
五
間
・
側
面
四
間
で
、
上
層
は
正
面
五
間
・

側
面
二
間
、
巻
九
で
は
上
層
が
正
面
三
間
・
側
面
四
間
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

異
な
る
。
「
絵
空
事
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
絵
画
資
料
に

は
、
誇
張
や
省
略
等
の
限
界
が
あ
り
細
部
に
関
す
る
異
同
は
致
し
方
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
金
堂
が
重
層
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
元
和
・
文
化
の

再
建
金
堂
も
文
献
・
絵
画
資
料
よ
り
重
層
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、

古
来
よ
り
金
堂
は
重
層
と
す
る
こ
と
が
伝
統
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
「
四
天
王

寺
造
営
目
録
」
　
の
記
述
と
合
わ
せ
、
慶
長
再
建
の
金
堂
も
重
層
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
四
天
王
寺
元
和
再
興
絵
図
」
　
や
写
真
に
よ
る
と
元

和
・
文
化
再
建
の
金
堂
は
い
ず
れ
も
正
面
五
間
・
側
面
四
間
に
裳
階
を
廻
ら
せ

て
い
る
。
発
掘
調
査
で
は
文
化
再
建
時
の
基
壇
と
、
慶
長
・
元
和
再
興
時
の
基

壇
の
規
模
は
変
化
し
て
お
ら
ず
、
特
に
元
和
再
建
時
に
は
慶
長
の
礎
石
を
そ
の

ま
ま
用
い
て
お
り
、
慶
長
と
元
和
の
金
堂
は
同
規
模
・
同
立
面
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

③
講
堂
発
掘
結
果
か
ら
少
な
く
と
も
四
回
再
建
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い

る
。
創
建
講
堂
に
関
し
て
は
南
西
隅
の
軒
が
そ
の
ま
ま
埋
没
し
て
、
木
部
は
腐

朽
し
た
も
の
の
雌
型
を
作
っ
て
お
り
扇
垂
木
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

一
緒
に
落
下
し
た
瓦
の
中
に
平
安
時
代
初
期
の
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
平
安

時
代
に
暴
風
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
創
建
講
堂
は
、

「
四
天
王
寺
縁
起
根
本
本
」
　
に
「
夏
堂
四
間
、
（
中
略
）
冬
堂
四
間
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
八
開
堂
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
後
天
正
焼
亡
ま
で
に
時
期
は

不
明
で
あ
る
が
、
正
面
九
間
・
側
面
七
間
で
前
方
に
孫
庇
を
付
け
た
形
で
再
建

さ
れ
て
い
る
。
慶
長
再
建
時
の
講
堂
は
正
面
七
間
・
側
面
五
間
と
し
、
堂
の
総

面
積
は
縮
小
さ
れ
て
い
る
が
柱
間
は
広
く
な
っ
て
い
る
。
元
和
再
建
時
の
講
堂

は
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
文
化
再
建
時
に
は
、
元
和
年
間
に
建
て
ら
れ
た

万
塔
院
を
仮
堂
と
し
て
移
築
し
、
昭
和
二
十
年
　
（
一
九
四
〇
）
　
の
戦
災
で
焼
失

す
る
ま
で
存
続
し
た
。

④
回
廊
基
壇
は
創
建
時
の
位
置
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。

⑤
南
大
門

創
建
当
初
は
三
間
門
で
あ
っ
た
が
、
天
徳
焼
亡
後
、
「
四
天
王
寺
縁
起
根
本

本
」
が
発
見
さ
れ
る
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
　
以
前
に
五
間
門
に
改
め
ら
れ
た
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と
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
天
正
焼
亡
ま
で
の
状
況
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
慶

長
再
建
時
に
は
前
代
の
規
模
を
踏
襲
し
、
正
面
五
間
・
側
面
二
間
と
し
て
い
る
。

元
利
再
建
の
門
は
慶
長
と
同
規
模
で
重
層
・
入
母
屋
造
で
あ
る
。

⑥
食
堂
食
堂
は
現
在
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
二
十
年
に
戦
災
で
焼
失
す
る
ま
で

六
時
堂
の
北
側
に
建
っ
て
い
た
。
創
建
時
期
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
天
徳
四

年
に
焼
失
し
た
食
堂
は
正
面
三
間
・
側
面
四
間
、
そ
の
後
再
建
さ
れ
た
食
堂
も

同
規
模
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
室
町
時
代
に
一
度
再
建
さ

れ
る
が
、
天
正
四
年
に
焼
亡
す
る
。
慶
長
再
建
と
元
和
再
建
の
食
堂
は
同
じ
基

壇
上
に
作
ら
れ
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
規
模
で
あ
り
、
正
面
七
間
・
側
面
四
間
で
、

五
間
×
二
間
の
身
舎
に
庇
を
廻
ら
せ
た
形
式
で
あ
っ
た
。

発
掘
結
果
と
　
「
四
天
王
寺
造
営
目
録
」
　
で
異
な
る
の
は
食
堂
の
梁
間
で
あ
る

が
、
「
四
天
王
寺
造
営
目
録
」
　
の
梁
間
三
間
と
い
う
の
は
異
例
で
あ
り
、
こ
れ

は
誤
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
発
掘
が
行
わ
れ
て
い
な
い
六
時
堂
と
万
塔
院
で

も
、
「
四
天
王
寺
造
営
目
録
」
と
　
「
四
天
王
寺
元
和
再
興
絵
図
」
　
の
規
模
が
一

致
し
、
中
心
伽
藍
の
み
な
ら
ず
、
他
の
建
物
で
も
全
体
に
わ
た
り
元
和
再
建
時

に
は
慶
長
再
建
時
の
堂
字
の
規
模
を
踏
襲
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。

以
上
慶
長
の
再
建
は
必
ず
し
も
旧
規
に
よ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
少
な

く
と
も
中
心
伽
藍
に
お
い
て
は
、
元
和
の
再
建
は
ほ
ぼ
慶
長
の
再
建
時
の
堂
字

の
規
模
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
発
掘
結
果
と
　
「
四
天
王
寺
造
営
目
録
」
、

「
四
天
王
寺
元
和
再
興
絵
図
」
　
に
記
さ
れ
た
堂
字
の
規
模
を
比
較
す
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。
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こ
の
ほ
か
の
慶
長
再
建
時
の
遺
品
も
建
造
物
や
文
書
と
同
様
非
常
に
少
な

く
、
重
要
文
化
財
の
金
銅
行
事
鉦
と
舞
楽
装
束
類
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

金
銅
行
事
鉦
に
は
銘
文
が
あ
り
、
「
慶
長
四
暦
己
亥
二
月
吉
祥
日
」
　
「
四
天
王
寺

御
再
興
　
御
舞
台
　
行
事
鐘
」
　
「
左
近
衛
権
中
将
　
従
四
位
下
　
豊
臣
朝
臣
秀

頼
」
　
「
御
奉
行
　
豊
臣
朝
臣
　
小
西
式
部
卿
法
眼
　
如
清
」
と
陰
刻
さ
れ
て
い

る
。
秀
頼
の
官
位
を
従
四
位
下
左
近
衛
権
中
将
と
す
る
が
、
実
際
は
慶
長
三
年

二
五
九
八
）
　
四
月
二
十
日
に
従
二
位
権
中
納
言
に
昇
進
し
て
い
る
。
従
四
位

下
左
近
衛
権
中
将
と
な
る
の
は
慶
長
二
年
　
（
一
五
九
七
）
　
九
月
二
十
九
日
な
の

で
、
そ
の
間
に
調
進
さ
れ
た
が
奉
納
は
慶
長
四
年
に
ず
れ
込
ん
だ
も
の
で
あ
ろ

う
と
推
測
さ
れ
る
。
事
実
、
『
義
演
准
后
日
記
』
　
慶
長
三
年
　
（
一
五
九
八
）
　
三

月
二
十
五
日
の
条
に
は
　
「
天
王
寺
供
養
の
由
風
聞
、
珍
重
」
と
あ
り
、
さ
ら
に

七
月
二
十
八
日
の
条
に
も
「
伝
聞
、
天
王
寺
供
養
モ
存
之
云
々
」
、
慶
長
四
年

八
月
二
十
六
日
の
条
に
も
「
伝
聞
、
天
王
寺
供
養
、
来
月
十
八
又
延
引
云
々
」

と
、
慶
長
三
年
八
月
十
八
日
の
秀
吉
の
死
去
を
は
さ
ん
で
、
何
度
も
落
慶
供
養

が
延
期
さ
れ
て
い
る
。
奉
行
の
小
西
如
活
は
小
西
隆
左
の
息
子
で
行
長
の
兄
で

あ
る
が
、
生
没
年
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
秀
頼
奉
納
と
伝
え
ら
れ
る
一
対
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の
竜
太
鼓
　
（
重
要
文
化
財
）
　
も
現
存
し
て
い
る
。
竜
太
鼓
は
楽
太
鼓
の
一
種

で
雅
楽
を
野
外
で
奏
す
る
と
き
に
用
い
る
も
の
で
、
装
束
類
も
含
め
現
存
す
る

遺
品
が
い
ず
れ
も
舞
楽
関
係
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
四
天
王
寺
と
対
で
屏
風
な
ど
に
描
か
れ
る
こ
と
の
多
い
住
吉
大

社
も
秀
頼
に
よ
っ
て
慶
長
十
一
年
（
一
六
〇
六
）
に
再
興
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
際
に
秀
頼
は
舞
楽
装
束
七
十
三
領
も
奉
納
し
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
の
再

興
は
　
『
住
吉
松
葉
大
記
』
　
に
よ
る
と
神
宮
寺
も
含
め
た
大
規
模
な
も
の
で
あ
っ

た
が
、
現
存
す
る
の
は
南
門
、
東
西
楽
所
、
石
舞
台
（
い
ず
れ
も
重
要
文
化
財
）

の
み
で
あ
る
。
東
西
楽
所
は
南
門
を
挟
ん
で
立
ち
、
東
楽
所
は
正
面
十
一
間
・

側
面
二
間
で
東
面
入
母
屋
造
・
西
面
切
妻
造
、
本
瓦
茸
、
西
楽
所
は
正
面
五

間
・
側
面
二
間
で
西
面
入
母
屋
造
・
東
面
切
妻
造
、
本
瓦
茸
で
あ
る
。
組
物
は

舟
肘
木
、
柱
間
装
置
は
木
連
格
子
で
、
内
部
は
中
央
一
間
を
土
間
と
し
他
は
板

敷
、
天
井
は
化
粧
屋
根
裏
で
あ
る
。
石
舞
台
は
石
橋
と
高
舞
台
か
ら
な
り
、
舞

台
は
前
後
に
階
段
を
設
け
羽
目
石
に
は
格
狭
間
を
彫
る
。
橋
の
高
欄
は
明
治
時

代
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
四
天
王
寺
の
慶
長
再
建
で
も
石
舞
台
を
再
建
し
て

い
る
の
は
行
事
鉦
銘
文
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
し
、
石
舞
台
の
南
に
あ
る
楽
所
も
、

そ
の
位
置
か
ら
考
え
る
と
お
そ
ら
く
再
建
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
「
元
和
再

興
絵
図
」
を
見
る
と
東
西
楽
所
と
も
正
面
五
間
・
側
面
二
間
で
、
「
愚
子
見
記
」

に
は
「
肱
木
作
」
と
な
っ
て
い
て
、
組
物
は
舟
肘
木
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

慶
長
再
建
の
楽
所
も
同
様
の
規
模
で
、
や
は
り
舟
肘
木
の
簡
素
な
つ
く
り
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
、
屋
根
形
式
の
柱
間
装
置
、
内
部
構
造
な
ど
に
つ
い

て
は
住
吉
大
社
の
楽
所
が
参
考
に
な
る
。

お
わ
り
に

四
天
王
寺
の
文
禄
慶
長
再
建
時
の
堂
塔
は
一
棟
も
残
っ
て
お
ら
ず
、
当
時
の

威
容
を
偲
ぶ
こ
と
さ
え
で
き
な
い
が
、
寺
域
の
南
側
三
分
の
二
に
達
す
る
大
規

模
な
造
営
で
あ
っ
た
こ
と
、
堂
合
の
規
模
は
元
和
再
建
時
の
伽
藍
に
等
し
い
こ

と
、
換
言
す
れ
ば
元
和
再
建
時
に
は
慶
長
再
建
の
規
模
を
踏
襲
し
た
こ
と
な
ど

が
判
明
し
た
。
ま
た
、
落
慶
供
養
が
何
度
も
延
期
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、

最
初
に
、
落
慶
供
養
の
噂
の
出
た
慶
長
三
年
に
は
す
で
に
堂
塔
は
ほ
ぼ
完
成
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
四
天
王
寺
を
実
質
上
再
興
し
た
の

は
秀
吉
で
あ
り
、
秀
頼
は
石
舞
台
の
再
興
と
舞
楽
関
係
の
用
具
の
奉
納
、
落
慶

供
養
を
と
り
行
っ
た
の
み
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

と
こ
ろ
で
、
秀
吉
に
よ
る
寺
社
作
事
を
中
心
に
な
っ
て
担
っ
た
の
は
高
野
山

の
勧
進
聖
で
あ
る
木
食
応
共
で
あ
っ
た
。
応
其
は
多
く
の
高
野
衆
や
各
地
か
ら

集
め
た
何
百
人
も
の
大
工
を
率
い
て
寺
社
の
大
規
模
造
営
・
整
備
に
あ
た
っ
て

い
た
。
豊
臣
政
権
の
行
政
機
構
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

実
質
上
寺
社
造
営
に
お
け
る
豊
臣
家
の
作
事
組
織
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
秀

吉
没
後
も
豊
国
廟
と
醍
醐
寺
金
堂
造
営
に
関
わ
っ
て
お
り
、
関
ケ
原
の
戦
い
後

に
隠
遁
す
る
ま
で
は
豊
臣
家
の
寺
社
造
営
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

し
か
し
、
管
見
の
限
り
四
天
王
寺
再
興
関
連
文
書
に
は
そ
の
名
を
見
る
こ
と
は

な
く
、
応
其
の
「
諸
寺
諸
社
造
営
目
録
」
に
四
天
王
寺
の
名
は
兄
い
だ
せ
な
い
。

慶
長
五
年
に
四
天
王
寺
再
興
が
な
っ
た
翌
年
に
、
片
桐
且
元
と
小
出
秀
政
が
連

署
し
て
天
王
寺
の
寺
僧
に
出
し
た
書
状
「
天
王
寺
置
目
起
請
文
前
書
之
事
」
に

「
天
王
寺
退
転
之
処
、
秋
野
一
人
之
才
覚
を
以
、
公
儀
方
々
廿
五
年
之
間
被
相

勤
」
　
「
伽
藍
破
滅
之
処
、
今
度
再
興
之
働
、
秋
野
中
興
開
山
之
忠
節
、
自
今
以
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